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介護保険制度の目的・理念

要介護状態となっても

○尊厳が保持される

○自立した日常生活に必要な
サービスを給付

⇒ 「介護の社会化」



介護保険の現状
○介護保険料

４０歳以上 約７３００万人が支払
う

○要介護・要支援認定者

５６９万８千人（６５歳以上の１７．８％）

○サービス利用者

４７１万４千人
（厚生労働省 介護保険事業状況報告書 2013年6月速報

版）



介護保険の現状

○重い家族の介護負担

介護退職、介護心中・介護殺人

○介護費用の経済的負担

介護貧乏・介護破産

○特養ホーム待機者５２万人 介護難民

○人材不足・確保困難 介護崩壊

まさに「介護の危機」
改革で求められているのはこれを解決すること！



お泊りデイでの事故・虐待も

宿泊中に転倒や誤飲などの事故が
２０１０年度以降少なくとも２９６件あ
り、２６人が死亡
男女10人雑魚寝（鳥取市）、仕切りのない8畳
間に6人宿泊（水戸市）、口に粘着テープ（東

京練馬区）

（政令市と県庁所在地、東京特別区の計７４市区調査 読売新
聞 2014年1月19日）



「路頭に迷う」膨大な認知症の人たち
の悲惨な最後

認知症またはその疑いがあって行方
不明になり、死亡確認された人

２０１２年の１年間に３５９人

（山林や河川、用水路のほか、空き家の庭や道路上などで発見）

見つからなかった人２１９人

合計５７８人
（毎日新聞が全国の警察本部などに取材して集計）



消費税増税とセットの「改革」
社会保障制度改革国民会議報告書 平成２ ５年８月６日

○日本の社会保障は、「自助を基本としつつ、

自助の共同化としての共助（＝社会保険制
度）が自助を支え、自助・共助で対応できない
場合に公的扶助等の公助が補完する仕組
み」が基本。

短期改革（消費税増税期）

中長期改革（2025年を念頭に段階

的に）



「一括法」で野党反対押し切り国会通過

「地域における医療及び
介護の総合的な確保を
推進するための関係法
律の整備等に関する法
律案」(6月18日 参議院本会議 可決成立）



病院から 地域・在宅へ

○高齢化の進展により、疾病

構造の変化を通じ、必要とさ
れる医療の内容は、「病院完
結型」から、地域全体で治し、
支える「地域完結型」に変わら
ざるを得ない。



高
い

安
い

４３４万人

５２万人

１６１万人

３４万人

３１万人

９７万人

４４９万人
（＋１５万人）

６１万人（＋９万人）

１３１万人
（－３０万人）

２４万人（－１０万人）

２５万人（－６万人）

７９万人
（－１８万人）

増 増

減 減急性期病床
（月129万円）

慢性期病床
（月53万円）

精神病棟
（月47万円）

介護施設
（月29万円）

居住系介護
（月19万円
～28万円）

在宅介護
（月11万円）

※現状の一人あたり
の医療・介護の費用

政府の「医療・介護に係る長期推計（2011年6月）から作成

2025年

現状で推移

2025年

「改革」を実施
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介護保険制度改悪の現局面

①法律は国会で6月18日可決、6月25日に公布

⇒大枠は「決定」された

②具体的内容を決める政令・省令・告示、通知等は、

これから出される ７月２８日全国担当課長会議

⇒詳細は、「案」の段階であり、今後決定される

③一部に実施の猶予期間、市町村で決めることも多
い

⇒あなたの地域では ？？？

11

27年度報酬改定・第6期介護保険事業計

画はこれから本格的検討



全体の概要
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推
進するための関係法律の整備等に関する法律

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係）
２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係）

①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢
性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに地域医療構想（ビジョン）（地域の医療
提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定

②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）

①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の
予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に

移行し、多様化 ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業
②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支

える機能に重点化
③低所得者の保険料軽減を拡充

④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、月額上限あ
り）

⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産など
を追加

４．その他



施行期日 改正事項

①公布の日（平成２６年６月２

５日）

○診療放射線技師法（業務実施体制の見直し）

○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（介護福祉士の資格取得方法の見直しの
期日の変更）

②公布の日（平成２６年６月２

５日）

○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（厚生労働大臣による総合確
保方針の策定、基金による財政支援）

○医療法（総合確保方針に即した医療計画の作成）

○介護保険法（総合確保方針に即した介護保険事業計画等の作成）

③平成２６年１０月１日 ○医療法（病床機能報告制度の創設、在宅医療の推進、病院・有床診療所等の役割、勤務環境改善、
地域医療支援センターの機能の位置づけ、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併）

○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（臨床教授等の創設）

○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（持分なし医療法
人への移行）

④平成２７年４月１日 ○医療法（地域医療構想の策定とその実現のために必要な措置、臨床研究中核病院）

○介護保険法（地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽
減の強化、介護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用）
※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進）は平成３
０年４月、予防給付の見直しは平成２９年４月までにすべての市町村で実施

○歯科衛生士法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律（業務範囲の拡大・業務実施体
制の見直し）

○歯科技工士法（国が歯科技工士試験を実施）

⑤平成２７年８月１日 ○介護保険法（一定以上所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資産等を勘案）

⑥平成２７年１０月１日 ○医療法（医療事故の調査に係る仕組み）

○看護師等の人材確保の促進に関する法律（看護師免許保持者等の届出制度）

○保健師助産師看護師法（看護師の特定行為の研修制度）

⑦平成２８年４月１日までの間に

あって政令で定める日

○介護保険法（地域密着型通所介護の創設）

⑧平成３０年４月１日 ○介護保険法（居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲）

主な施行期日について



地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改⾰
改革の目的： 今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連の

サービスを地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を
実現し、患者の早期の社会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること

■医療及び介護サービスの整合的な計画の策定と、医療・介護を対象とした新たな財政支援制
度
・都道府県が策定する医療計画と介護保険事業計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定（両者を包括する基本的な方針）

・消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（各都道府県に基金を設置）を法定化（医療・介護とも対象）■地域での効率的・質の高い医療の確保
○病床の機能分化・連携

・ 各医療機関が医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を
都道府県に報告

・ 都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む
地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療構想（ビジョン）)を策定

・ 地域医療構想（ビジョン）は、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の
協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意
に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる

○有床診療所等の役割の位置づけ
・ 病床機能報告制度及び地域医療構想（ビジョン）の導入を踏まえ、国、
地方公共団体、病院、国民（患者）と併せ、有床診療所の役割・責務に
ついて、医療法に位置づける。

○在宅医療の推進、介護との連携

■地域包括ケアシステムの構築
○地域支援事業の充実
①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化

*前回改正による24時間対応の定期巡回サービスをはじめ、介護サー

ビ

スの充実・普及を推進

○全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町
村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

○特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要
介護３以上に重点化 *要介護1・2でも一定の場合には入所可能

■持続可能な介護保険制
度の構築 （費用負担の公平化）

○低所得者の保険料の軽減割合
を拡大
*給付費の５割の公費に加えて別枠で公
費を投入し、低所得者の保険料の軽減
割合を拡大

○一定以上の所得のある利用者
の自己負担を引上げ

○低所得の施設利用者の食費・
居住費を補填する「補足給付」
の要件に資産などを追加

■医療・介護従事者の確
保
○医師確保支援を行う地域医療支援セ
ンターの機能の位置づけ

○看護師等免許保持者に対して、ナー
スセンターへの届出制度を創設

○医療機関の勤務環境改善
*指針の策定、都道府県で取組を支援する仕

組み

○臨床修練制度の高度な医療技術を有
する外国医師への拡充

○歯科技工士国家試験の全国統一化

○介護従事者の確保
*上記基金による対応、27年度介護報

酬改定で検討

効率的かつ質の高い医療提供体制の構築 地域包括ケアシステムの構築

サービス
の充実

基金

○介護従事者の確保

*上記基金による対応、27年度介護報

酬改定で検討

■地域での効率的・質の高い医療の確保
○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ
○医療法人制度に係る見直し
・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設（移行計画の策定等）
・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする。

○臨床研究中核病院の位置づけ

■チーム医療の推進
○診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書に
より行

う看護師の研修制度を新設
○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又
は

業務実施体制の見直し

サービス充実の
基盤制度の整備

計画



【特別養護老人ホー
ム・

老人保健施設】

【在宅介護サービス】

・医師・看護師を多く配
置
・質の高い医療と手厚
い看護により、早期に
「急性期後の病院」や
「リハビリ病院」に転院
可能

・医師・看護師を多く配
置
・質の高い医療と手厚
い看護により、早期に
「急性期後の病院」や
「リハビリ病院」に転院
可能

・いつでも必要な場合に往診して
くれる医師が近くにいて、必要な
訪問看護サービスを受けることが
できる。

・いつでも必要な場合に往診して
くれる医師が近くにいて、必要な
訪問看護サービスを受けることが
できる。

在宅
医療

・サービス付き高齢者向
け住宅や有料老人ホーム
など高齢者が安心して暮
らせる多様な住まい

・サービス付き高齢者向
け住宅や有料老人ホーム
など高齢者が安心して暮
らせる多様な住まい

⽼⼈クラブ・⾃治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

【生活支援・介護予防】

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見
守り、配食、買い物支援等の生活支援サービス
が充実
・社会参加が推進され地域での介護予防活動
が充実

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見
守り、配食、買い物支援等の生活支援サービス
が充実
・社会参加が推進され地域での介護予防活動
が充実

・２４時間対応の訪問介護・
看護サービス、小規模多機
能型居宅介護等により、高
齢者の在宅生活を支援

・２４時間対応の訪問介護・
看護サービス、小規模多機
能型居宅介護等により、高
齢者の在宅生活を支援

入院医
療

介護

「地域包括ケアシステムの整備」
医療、介護、住まい、予防、生活支援
サービスが身近な地域で包括的に確保さ
れる体制を構築

連携強
化

・病院の退院調整スタッフが連
携先の身近な病院を紹介
・自分で転院先を探す必要が
ない

・病院の退院調整スタッフが連
携先の身近な病院を紹介
・自分で転院先を探す必要が
ない

【慢性期病院】

・身近なところで集中的な
リハビリを受けることがで

きる。

・身近なところで集中的な
リハビリを受けることがで

きる。

・早期の在宅
復帰、社会復
帰が可能

・早期の在宅
復帰、社会復
帰が可能

発症
住まい

（患者さん・家
族）

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極
的に展開

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極
的に展開

医療・介護サービスの提供体制改⾰後の姿（サービス提供体制から）

外来
医療

歯科
医療

薬局

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関
与のもと、患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。

有床
診療所

※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救

急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会
福祉士、介護福祉士等



高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を
充実。

①地域包括ケアシステムの構築

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた地域支援事業の充実

* 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推
進
* 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で検討

サービスの充実サービスの充実

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援
事業に移行し、多様化

重点化・効率化重点化・効率化

* 段階的に移行（～２９年度）

* 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。

* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、NPO、 民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様な
サービスの提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３
以上に限定（既入所者は除く）
* 要介護１・２でも一定の場合には入所可能

①在宅医療・介護連携の推進
②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進
④生活支援サービスの充実・強化



低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直
す。

②費用負担の公平化

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大

・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を
拡大

低所得者の保険料軽減を拡
充

低所得者の保険料軽減を拡
充

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
・ ２割負担とする所得水準を、６５歳以上高齢者の所得上位20％と

した場合、合計所得金額160万円（年金収入で、単身280万円以
上、夫婦359万円以上）。ただし、月額上限があるため、見直し対
象の全員の負担が2倍になるわけではない。

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円から 44,400円に引上げ
②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加

・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外
・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外
・給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収 入として勘案

*不動産を勘案することは、引き続きの検討課題

重点化・効率化重点化・効率化

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適
用」、 「居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等

* 保険料見通し： 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度
* 軽減例： 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大
* 軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）



介護保険４大改悪
プラス１

具体的内容



介護保険４大改悪＋１
①要支援１、２の訪問介護と通所介護を介護

保険給付の対象から外し、地域支援事業へ

②特別養護老人ホームへの入所は原則「要
介護３」以上に限る

③所得によって介護保険の利用料を２割に引
き上げる

④低所得者でも預貯金等があれば施設の居
住費・食費を補足給付しない

はじめて公費投入で低所得者保険料軽減



①要支援１、２の訪
問介護と通所介護
を介護保険給付の
対象から外し、地

域支援事業へ



１５４万人の要支援者

要支
援１

要支
援２

要介
護１

要介
護２

要介
護３

要介
護４

要介
護５

総数

772,816 770,816 1,051,891 992,717 746,722 696,080 612,113 5,643,155

13.7
%

13.7
%

18.6
%

17.6
%

13.2
%

12.3
%

10.8
%

100.0

%
（厚生労働省 介護保険事業状況報告書 2013年4月速報版）

認定者の２７．４％は要支援１、２



②特別養護老人
ホームへの入所
は「要介護３」以

上に限る



〔見直し案〕

○ 原則、特養への新規入所者を要介護度３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が
困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化【既入所者は除く】

○ 他方で、軽度（要介護１・２）の要介護者について、やむを得ない事情により、
特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、
特例的に、入所を認める
【 参考：要介護１・２であっても特養への入所が必要と考えられる場合（詳細については今後検討） 】

�知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
�家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠
�認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要

特別養護老人ホームの重点化

要介護度別の特養入所者の割
合

要介護度別の特養入所者の割
合

（３．３５）

（３．８９）

【参考】
平成23年度にお
ける特養の新規
入所者

※全体の約14万
人のうち要介護
１・２は約１．６万
人

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
（平均要介護度）

（単位：万人）

≪ 施設数： ７，８３１施設 サービス受給者数：５１．１万人 （平成２５年８月） ≫



要介護
１～２

要介護３
要介護
４～５ 計

１７．８万人
１２．６万

人
２１．９万

人
５２．４万人

３４．１％ ２４．１％ ４１．８％ １００％

厚生労働省2014年3月25日公表資料
※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。

入所申込者の３４％は要介護１・２



特例入所の市町村の意見表明
○市町村の関与の具体的な方法については、市町村の事務負担にも配慮し

つつ、施設の特例入所の判断に地域の状況を的確に反映できる仕組みと
する。

〔手続きの案〕
➀要介護１又は２の方が指定介護老人福祉施設への入所を申込むに当たっ

ては、特例入所の要件に該当し、指定介護老人福祉施設以外での生活
が著しく困難な理由を入所申込書に付記の上、申込むものとする。

②施設は、要介護１又は２の方からの入所申込みがあった場合には、入所
検討委員会を開催する前に、市町村にその状況を報告するものとする。

③施設は、要介護１又は２の方からの入所申込みについて、入所検討委員
会で特例入所の対象者として検討するに当たっては、市町村（住所地特
例の対象となる者である場合は施設所在市町村以外の保険者である市
町村を含む）に意見を求めることができることとする。

④市町村は、地域の居宅サービス等の提供体制の状況や、担当の介護支
援専門員等からの居宅等における生活の困難度の聴取等も踏まえ、施
設の特例入所判断の妥当性等について、施設側から意見を求められな
い場合も含め、施設に対して意見を表明することができることとする。

⑤施設は、市町村からの意見があった場合は当該意見の内容も踏まえ、入
所検討委員会において特例入所の必要性を判断する。 26



参議院での付帯決議

２ 軽度の要介護者に対して

は、個々の事情を勘案し、
必要に応じて特別養護老
人ホームへの入所が認め
られるよう、適切な措置を
講ずること。



③所得によって
介護保険の利用
料を２割に引き

上げる



2割負担の対象 厚生労働省案

第1 号被保険者全体の上位
20％に該当する合計所得金額160 

万円（年金収入の場合280 万円）以

上

実際に影響を受けるのは、在宅
サービスの利用者のうち15％程度、

特養入所者の５％程度と推計。

厚生労働省 ２０１４年２月２５日 全国担当課長会議資料より



自己負担２割とする水準
（単身で年金収入のみの場合）

2013年１２月２０日社保審介護保険部会資料より

※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

年金収入

合計所得金額

100 200 300 400

160 190

住民税
非課税
１５５万円

平均的消費

支出（無職
高齢者単身
世帯）

１７０万円

モデル年金
(厚生年金)

１９８万円

（案）被保険者
の上位２０％

２８０万円

介護保険
料
が第６段階

３１０万円

医療保険の
現役並み所得

３８３万円



「２割負担可能」の理屈 年６０万円余る？

税：１９，２
介護保険料

１３．５
医療保険料

１９．６

税・保険料
５２万円

無職夫婦高齢者世帯の消費支出２４７万円

可処分所得
３０７万円

差額
６０万円

年金収入３５９万円（夫280万円、妻79万円）

（収入 ２４０万円～３４９万円世帯の消費支出）



実際の統計資料では毎年５０万円不足

平均消費支出２４７万円

可処分所得（平均）
１９７万円

平均不足額
５０万円

収入 ２４０万円～３４９万円世帯



６０万円余る⇒やりくりすれば可

【従来の説明】

• この可処分所得307万円から247万円を差し引き、約
60万円というのが手元に残る部分だということになっ

てくる

【変更後の説明】

消費支出を年間収入２５０万円～３４９万円の世帯の消
費水準にやりくりしていただければ、モデル収入の可
処分所得との差が約６０万円となり・・・・・ご負担をお
願いできる水準と考える」



参議院での付帯決議

４ 一定以上所得者の利用者負担

割合の引上げに際し、基準額を
決定するに当たっては、所得に
対して過大な負担とならないよう
にするとともに、必要なサービス
の利用控えが起きないよう十分
配慮すること。



○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に据え置いている利用
者負担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を２割とする。ただし、月額上限
があるため、見直し対象者の負担が必ず2倍になるわけではない。

○ 自己負担２割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、被保険
者の上位２０％に該当する合計所得金額１６０万円以上の者（単身で年金収入のみの場合、280万円以上）を基本

として政令で定める。
○ 利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位２０％に相当する基準を

設定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15％程度、特養入所者の５％程度と推

計。

自己負担限度額（高額介護サービス費）のうち、医療保険の現役並み
所得に相当する者のみ引上げ

負担割合の引き上げ負担割合の引き上げ

負担上限の引き上げ負担上限の引き上げ

年金収入

介護保険
料が第６
段階

３１０万
円

合計所得金額

住民税
非課税
１５５万
円

160 190

200100 300 400

自己負担２割とする水準（単身で年金収入のみの場
合）

モデル年
金
(厚生年金)

１９８万円

（案）被保険者
の上位２０％

２８０万円

医療保険の
現役並み所
得
３８３万円

一定以上所得者の利用者負担の見直し

自己負担限度額（月額）

一般 37,200円（世帯）

市町村民税世帯非課税等 24,600円（世帯）

年金収入80万円以下

等
15,000円（個人）

現役並み
所得相当

44,400円

一般 37,200円

〈見直し案〉

自己負担限度額
（現行／世帯単位）

現役並み所得者
80,100＋医療費1％

（多数該当：44,400円）

一般 44,400円

市町村民税非課税等 24,600円

年金収入80万円以下

等

15.000円

参考：医療保険の70歳以上の高額療養費の限

度額

〈現行〉

※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

平均的消費支出
（無職高齢者単身世
帯）

１７０万円

1
3
9



一定以上所得者の収入と支出の状況について①
○ 一号被保険者の上位２０％に該当する合計所得金額が１６０万円の方は、年金収入に換算すると２８０万円以

上となる。
○ この基準に該当する場合、

①平均的な年金額と比較しても約１００万円収入が高い
※厚生年金の平均額：１８２万円
※さらに、一般的には一定の預貯金等を保有すると考えられる

②また、高額介護サービス費により、負担の上昇額が限定される
※１割負担から２割負担となる場合、月最大＋18,600円、年間最大＋223,200円

ことを踏まえれば、自己負担を２割としてもご負担いただくことが可能な水準と考える。

※平成24年家計調査

本人が厚生年金280万円のモデル

平均

非消費支出
13万円

可処分
所得
１３８
万円

預貯金取崩、
個人企業年金

等
３３万円

実収
入

１５１
万円

消費
支出

１７０
万円

可処分
所得
２３５
万円

税、保険料
に充当
45万円

年金
収入

２８０
万円

＜無職単身高齢者世帯（65歳以上）の一定以上所得者の場合＞



年間収入
２５０～３４９万円

年間収入
２５０万円未満

年間収入
３５０万円～

平均

可処分
所得
１９７
万円

集計世帯構成比
12.0%

集計世帯構成比
37.2%

集計世帯構成比
50.8%

非消費支出
２８万円

預貯金取
崩、個人
企業年金

等
50万円

非消費支出
47万円

可処分
所得
２６４
万円

預貯金取
崩、個人
企業年金
等

78万円

非消費支出
３６万円

可処分
所得
２２５
万円

預貯金取
崩、 個人

企業年金
等

63万円

夫 が 厚 生 年 金
280万円、妻が国
民年金79万円の

場合のモデル

可処分
所得
３０７
万円

非消費支出
１６万円

可処分
所得
１５０
万円

預貯金取
崩、個人
企業年金

等
43万円

税、保険料
に充当
52万円

年金
収入

３５９
万円

消費
支出

２８９
万円 消費

支出

１９３
万円

消費
支出

２４７
万円

消費
支出

３４２
万円

実収
入

２６１
万円

公的年
金

243.4万

円

公的年
金

154.1万

円

実収
入

１６６
万円

公的年
金

214.6万

円

実収入

２２５
万円

公的年
金

286.0万

円

実収入

３１１
万円

一定以上所得者の収入と支出の状況について②

＜無職夫婦高齢者世帯の一定以上所得者の場合＞

※平成24年家計調査



「判定」及び「負担割合証」の交付
（判定方法）
○判定に用いる所得は住民税で用いる前年所得に係るデータ

であり、本改正の施行時期は、この前年所得の確定時期等
を踏まえ、平成２７年８月としている。

○施行事務としては、①各受給者の所得情報に基づく判定事務
と、②事業者等が各被保険者の負担割合を確認できるよう、
利用者負担割合を証する書面を発行する事務の２つを行うこ
とになる。※海外から転入した者等前年所得がない場合には、
1割負担となる。

（負担割合証の発行）
○利用者負担割合を示す証明書は、介護サービスを利用する

際に事業者が負担割合の確認を確実に行うことができるよう
にするため、1割負担の者も含め、認定者全員に交付するこ
ととする。有効期間は、当該年度の8月1日から翌年度の7月
31日までとし、初年度は、平成26年の所得情報に基づき、平
成27年8月1日から平成28年7月31日までの有効期間とする。





④低所得者でも
預貯金等があれ
ば施設の居住費・
食費を補助しない



食費・部屋代負担が居場所困難に

種類 入居一時金等 食費・部屋代低
所得者補助

特別養護老人ホーム
老人保健施設
介護療養型医療施設

なし 有

認知症グループホーム 有 なし
有料老人ホーム 有 なし

サービス付き高齢者住宅 有 なし



低所得者の食費・部屋代軽減
利用者負
担段階

対象 部屋代（ユニッ
ト型個室）

食費

第４段階 一般世帯 ５万９１００円４万 ５００円

第３段階 非課税世帯 ３万９３００円１万９５００円

第２段階 非課税世帯で年金
収入＋合計所得が
８０万円以下

２万４６００円１万１７００円

第１段階 生活保護等 ２万４６００円 ９０００円

「収入がなくても資産（貯金等）があれば、
軽減しない」という改悪案

（月 ３０日で計算）



非課税でもこれだけ要件

預貯金等
一定額超の預貯金等（単身では１０００万円
超）がある場合は、対象外。→本人の申告で
判定。金融機関への照会、不正受給に対す

るペナルティ（加算金）を設ける

配偶者の
所得

施設入所に際して世帯分離が行われること
が多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も
勘案することとし、配偶者が課税されている

場合は対象外

非課税年
金収入

補足給付の支給段階の判定に当たり、非課
税年金（遺族年金・障害年金）も勘案する



参議院の付帯決議

３ いわゆる補足給付に際し、

資産を勘案するに当たっ
ては、不正申告が行われ
ないよう、公平な運用の確
保に向け、適切な措置を
講ずること。



見直し後の補足給付の判定フロー見直し後の補足給付の判定フロー

所得要件

・市町村民税非
課税世帯である
こと。

・世帯分離して
いても配偶者が
非課税であるこ
と。
⇒配偶者が住
民税課税の場
合は対象外。

※必要に応じ、
戸籍等の照会
を行う。

資産要件
預貯金等が一定

額
以下（※）である

こと

※単身で1000万円、
夫婦で2000万円以

下を想定

・預貯金、有価証券
等の額を、通帳等
の写しと共に申告。

・必要に応じ市町村
は金融機関へ照会。

・不正受給に対する
ペナルティを設ける
ことにより、適切な
申請を促す。

対象外 対象外

補足給付

給付の段階設
定の見直し
・非課税年金の収
入も第２段階の収
入要件で考慮

住民税
非課税

住民税
課税

預貯金等
が一定額以

下

一定額超
の預貯金等

あり

補

足

給

付

の

申

請



（参考）高齢者夫婦世帯の貯蓄現在高等の状況

出典：平成21年全国消費実態調

査

＜対象とする預貯金等の種類について＞
○ 預貯金、有価証券その他の現金を対象とする。
○ 負債がある場合には、確認書類を添えて申告の上、預貯金等の額と相殺する。
※ 低所得高齢者の金融資産の大部分は預貯金であり、負債がある者も少ないので、こうしたケースは
比較的希であると考えられる。
＜対象外とする資産の種類について＞
○ 生命保険等を保有している場合があるが、保険事故に対する保障を目的とする資産は、対象としな
い。

対象とする「預貯金等」の範囲

1
5
9



預貯金等勘案関係の実務上の課題と対応の方向

○金融機関への照会の位置付け。 ○適正な申告を促すための動機付けともなるもの。

○ 有価証券の取り扱い
○ 証券会社を通じて有価証券を保有している場

合には、評価額について証券会社の口座残
高の写しにより確認は可能。

○金融機関に照会する法的根拠。
○介護保険法第２０３条により銀行等への報告を

求めることができることとされている。生活保
護法の規定も同様の規定となっている。

○金融機関への照会に対する対
応の確保

○基本的にサンプル調査を想定し、金融機関に重
い負担をかけるものではないと考える。補足
給付の申請書上あらかじめ金融機関等への
調査の同意を得ることとして、金融機関の対
応を得られやすくする。

○ 一度預貯金等を確認した場合、それを一定期
間有効とし、毎年の提出までは求めないことも
可とするなど、事務負担に配慮した仕組みと
する。

○預貯金等の確認の頻度等







＋１ 公費で
低所得者保険料

軽減



１号保険料の見直し
○消費税が引き上げられた場合には、限られた公
費財源を有効に活用するために、住民税非課税
世帯の被保険者の保険料軽減強化に公費を投
入する仕組みを導入し、現在の負担割合を更に
引き下げることとしてはどうか。
○軽減の幅は現在の第１・２段階で現在の5割軽
減から７割軽減とし、第3段階については２．５割
軽減から比較的所得の低い者は５割軽減に、そ
の他の者は３割軽減とすることが考えられるの
ではないか。

９月２５日社保審介護保険部会資料より



介護保険4大改悪＋１

要支援１
要支援２
154万人

①保険外し
給付費の６０％占める
ヘルパーとデイサービ
スを保険給付から外す

市町村事業
・介護事業者
・ＮＰＯ
・住民ボランティア
単価は今より安く
利用料は下がらず
限度額あり
事業費に上限、低減要介護１

要介護２
204万人

②特養外し
待機者の３割（１３万
人）は要介護１・２。
要介護3以上に限る

要介護３
要介護４
要介護５
205万人

④施設の食費・部屋代補助外し
低所得者でも、配偶者課税、預金・不動産が
あれば、施設の食費・部屋代補助をしない

○公費で低所得者保険料軽減



介護保険制度見
直しの

現場への影響



介護現場と自治体への影響

①負担増による利用抑制・生活破壊

②要支援者サービスの切捨て

③訪問介護と通所介護全体への改悪

④地域包括支援センターの役割と体
制

⑤市町村による給付抑制競争



負担増 ２倍の負担に

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

約7,700円
↓

約15,400円

約10,000円
↓

約20,000円

約14,000円
↓

約28,000円

約17,000円
↓

約34,000円

約21,000円
↓

約37,200円

社保審介護保険部会資料より

さらに「現役並み所得」は高額介護サービ
ス ３７２００円→４４４００円へ引上げ



要支援者サービスの切り捨て

Ａさん（８４歳）一人暮らし、要支援２

週２回のヘルパー（介護予防訪問介護）

と週２回のデイサービス（介護予防通所介護）

介護保険はもう使えない

○配食サービスで弁当？有償ボランティア訪問

○公民館のボランティア教室？○ケアマネは？

閉じこもり、ゴミ屋敷、栄養不足、
無理な行動で転倒・骨折→要介護者へ



当初の厚生労働省の検討案

①要支援１，２に対する予防給付
を廃止し、地域支援事業に移行
する。

②サービス内容や価格、利用者負
担は市町村の裁量で決める

③ボランティアやＮＰＯなども担い
手にしてコスト削減をはかる



要支援者の訪問介護、通所介護の移行

・訪問介護
・通所介護

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護
・短期入所生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型共同生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型通所介護
・福祉用具貸与
・福祉用具販売・

・住宅改修 など

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス
（配食・見守り等）

予防給付によるサービス 新しい総合事業によるサービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

２０１３年１１月１４日
社保審介護保険部会資料より

・多様な担い手による
生活支援

・ミニデイなどの集いの場
・運動、栄養、口腔ケア等
の教室

介護事業所による訪問型・通
所型サービス

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進
※総合事象のみ利用の場合は、基本チェックリスト
該当出利用可

従来通り
予防給付で行う

訪問介護、通所介護
について事業へ移行



「改正」法から読み解く

①要支援のヘルパー（訪問介護）、デイ
サービス（通所介護）は、条文から削除
（法８条の２） 法的にはなくなる

②介護予防日常生活支援総合事業に

第１号事業（「訪問事業」 「通所事業」、
「生活支援事業」 「介護予防支援事
業」） が新設 （法１１５条の４５ 第１項
第１号）



保険給付と事業のちがい

【介護保険給付】

○法定のサービス類型

（特養・訪問介護・通所介護等）

人員基準・運営基準あり、報酬・利用者負担法定

○被保険者の「権利性」（受給権）明確

【地域支援事業】

○事業内容については市町村の裁量

人員基準・運営基準なし、報酬・利用者負担も裁量

○被保険者の「権利性」（受給権）あいまい



自治体に問いかけるべきこと
①現在の要支援サービスが継続できるか

②利用者のサービス選択が尊重されるか

③利用者の負担はどうなるか

④要介護認定の申請権が侵害されないか

⑤サービスに見合った単価が支給されるか

⑥必要な総事業費が確保されるか

⑦「多様な主体による多様なサービス」「地
域での支え合い」を自治体がどうするか



【財源構
成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
21%

2号保険料
29%

【財源構
成】

国 39.5%

都道府県
19.75%

市町村
19.75%

1号保険料
21%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移
行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介
護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成



○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援

事業へ移行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して

高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。

総合事業と生活支援サービスの充実総合事業と生活支援サービスの充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の
推進

・住民主体のサー
ビ
ス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の推
進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的なサービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向
上

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向
上

・多様なニーズに
対
するサービスの
拡
がりにより、在宅
生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

サービスの充
実

費用の効率化

訪問介
護

ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯
等の
生活支援サービス
住民ボランティアによるゴミ出し等の生
活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介
護・生
活援助の訪問介護

通所介
護

既存の通所介護事業所による機能訓練
等
の通所介護
ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰ
ﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等
関与
する教室

介護予防・生活支援の充
実

第１ 総合事業
に関する総則
的な事項

639



・専門的なサービスを必
要とする人には専門的
サービスの提供
（専門サービスにふさわ
しい単価）

・支援する側とされる側とい
う画一的な関係性ではなく、
サービスを利用しながら地
域とのつながりを維持でき
る

・能力に応じた柔軟な支援
により、介護サービスからの
自立意欲が向上

・支援する側とされる側とい
う画一的な関係性ではなく、
サービスを利用しながら地
域とのつながりを維持でき
る

・能力に応じた柔軟な支援
により、介護サービスからの
自立意欲が向上

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様
なサービス（多様な単価、住
民主体による低廉な単価の
設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

訪問
介護

ＮＰＯ、民間事業者等による掃
除・洗濯等の 生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し
等の生活支 援サービス

既存の訪問介護事業所による身
体介護・生活援助の訪問介護

通所
介護

既存の通所介護事業所によ
る機能訓練等の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等による
ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運
動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等
の専門職等関与する教室

総合事業（市町村の事業）



介 護 予
防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい
総 合 事
業）

介護予防・生
活支援サービ
ス事業

一般介護予防事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービ
ス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事
業）

・第１号被保険者の全ての
者
・その支援のための活動
に関わる者

（従来の要支援
者）

・要支援認定を受
け た者（要
支援者）

・基本チェックリス
ト該当者（介護予
防・生活支援サー
ビス対象事業者）

・現行の訪問
介護相当

・多様な
サービス

・現行の通所
介護相当

・多様な
サービス

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援
事業

①介護予防把握事業

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサー

ビス）

①訪問介護

③訪問型サービスB（住民主体による支

援）④訪問型サービスC（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスD（移動支援）

①通所介護

②通所型サービスA（緩和した基準によるサー

ビス）③通所型サービスB（住民主体による支

援）④通所型サービスC（短期集中予防サービ

ス）
①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準
じる自立支援に資する生活支援（訪問
型サービス・通所型サービスの一体的
提供等）※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこ

の例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討す
る。



第２ サービスの類型第２ サービスの類型

①訪問型サービス （Ｐ22～） ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支
援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護
②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービ

ス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービ
スＤ

（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援
助

生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活
支援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケース
で、サービスの利用の継続が必要な
ケース
○以下のような訪問介護員によるサー
ビスが必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障があ
る症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サー
ビスが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの
利用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向け
た支援が必要なケー
ス
・ADL・IADLの改善に

向けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で

行う
訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者 訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、
市町村は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域にお
ける好事例を踏まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す（別紙参
照）。（Ｐ21～）
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護
② 通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービ

ス）

③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション
等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するため
の運動器の機能向上や栄
養改善等のプログラム

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用
の継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行
うことで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し
ていくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向け

た支援が必要なケース
等

※3～6ケ月の短期間で実

施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者
（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者
＋ボランティア

ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

②通所型サービス （Ｐ23～）※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支
援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

③その他の生活支援サービス （Ｐ

24～）
○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守
り、③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所
型サービスの一体的提供等）からなる。 67



訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防給
付

介護予防給
付

介護予防・生活支援サービス事業対象
者

介護予防・生活支援サービス事業対象
者

要 支 援 者要 支 援 者

総合事業総合事業

要支援認定

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対
象。）

一般高齢者
等

一般高齢者
等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

【参考】総合事業の概要【参考】総合事業の概要

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継

続。

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び

一般介護予防事業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活

支援サービス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急
時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

従 来 の 要 支 援 者従 来 の 要 支 援 者
基本チェックリスト※で判断

※２次予防事業対象者
把握のための基本
チェックリストの配布は
行わない
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第４ サービスの利用の流れ第４ サービスの利用の流れ

○ 総合事業の目的、内容、サービスメニュー、手続方法等について十分に周知。その際、パンフレット等の使用な
どにより、被保険者やその家族などにわかりやすく説明。

○ 被保険者からの相談を受け、窓口担当者より総合事業等を説明（サービス事業は、目的や内容、手続き等を
十分説明）。その際、①事業のみ利用する場合は、基本チェックリストで迅速なサービス利用が可能であること、
②事業対象者となった後も要介護認定等の申請が可能であることを説明。

※予防給付（訪問看護や福祉用具貸与等）を希望している場合等は、要介護認定等の申請につなぐ。
※第２号被保険者は、要介護認定等申請を行う。

○ 窓口で相談をした被保険者に対して、基本チェックリストを活用・実施し、利用すべきサービスの区分（一般介

護予防事業、サービス事業及び給付）の振り分けを実施。

○ 利用者に対して、介護予防・生活支援を目的に、その心身の状況等に応じて、その選択に基づき、適切な事業
が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。

○ 利用者が居住する地域包括支援センターが実施するが、居宅介護支援事業所への委託も可能。
○ 介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態像・意向等を踏まえ、３パターンに分けて行う。
① 原則的な介護予防ケアマネジメント
② 簡略化した介護予防ケアマネジメント（サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略）
③ 初回のみの介護予防ケアマネジメント（アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで）

周知 （Ｐ58～）

① 相談 （Ｐ59

～）

② 基本チェックリストの活用・実施 （Ｐ

60～）

③ 介護予防ケアマネジメントの実施・サービスの利用開始
（Ｐ65～）

69





利

用

者

市
町
村
の
窓
口
に
相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業

など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 な
ど

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス

予
防
給
付

介
護
給
付

【参考】介護サービスの利用の手続き【参考】介護サービスの利用の手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護

認
定

要
介
護
認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

非該当

※明らかに要介護１以上
と判断できる場合
※介護予防訪問看護等
の利用が必要な場合

サービス
事業対象者

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場
合

(サービス
事業対象
者)

※予防給付を利
用

※事業のみ利用

第４ サービス
の利用の流れ
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３ 基本チェックリストの活用・実施
（概要）
○地域包括支援センターや市町村窓口において、生活の困りごと等の相談をし
た被保険者に対して、基本チェックリストを実施し、利用すべきサービスの区
分（一般介護予防事業、サービス事業及び給付）の振り分けを行う。
基本チェックリストの質問項目及び基準については、改正前の二次予防事業対
象者の把握として利用していたものと変わらないものとし、以下に掲げる＜事
業対象者に該当する基準＞に該当する者について、地域包括支援センター等に
おいて介護予防ケアマネジメントを実施する。その際、対象者の基準について
は「閉じこもり」「認知機能の低下」「うつ病の可能性」を判断する項目につ
いても活用する。
○実施に際しては、後述の「基本チェックリストの使い方」に基づき、質問項
目の趣旨を説明しながら、本人等に記入してもらう。
○「表８ 事業対象者に該当する基準」のある１つの基準のみに該当（例えば
「口腔機能の低下」のみに該当）した場合でも、介護予防ケアマネジメントに
おいてアセスメントを行い、該当した基準の項目に関係なく、自立支援に向け
た課題の抽出、目標の設定等を行い、必要なサービスにつなげる

認定申請受付はどう変わる？①



認定申請受付はどう変わる？②

○市町村窓口においては、必ずしも専門職でなくてもよい。
○基本チェックリストの活用・実施の際には、質問項目と併せ、利用者本人

の状況やサービス利用の意向を聞き取った上で、振り分けを判断する。
○市町村窓口で基本チェックリストを実施した場合には、一般介護予防事業

のみを利用する場合を除いて、基本チェックリストの実施結果等を地域包括支
援センターに送付し、地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメン
トを開始する。
○基本チェックリストのチェック内容は、本人の状態に応じて変化するため

、一般介護予防へ移行した後や、一定期間サービス事業の利用がなかった後に
、改めてサービス利用の希望があった場合は、再度基本チェックリストを行い
、サービスの振り分けから行う。
○なお、基本チェックリストの活用・実施により、要介護認定等の申請が必

要と判断した場合は、認定申請を受け付ける。
○また、要介護認定等の申請とサービス事業の利用を並行して進める場合や

、事業対象者として介護予防ケアマネジメントを行っている中で要介護認定等
申請を行う場合もある。



認定申請受付はどう変わる？③
○介護予防ケアマネジメント活用・実施に当たって、市町村窓口
で基本チェックリストを実施した場合は、地域包括支援センター
から介護予防ケアマネジメントを受けることを、利用者から市町
村に対して届け出ることとし、その届出があった場合に市町村は
当該者を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行する。

また、地域包括支援センターで基本チェックリストを実施した
場合は、利用者は市町村に対してセンターを通じて、地域包括支
援センターから介護予防ケアマネジメントを受けることを届け出
ることとし、その届出があった場合に市町村は当該者を受給者台
帳に登録し、被保険者証を発行する。
○被保険者証には、事業対象者である旨、チェックリスト実施日
、担当地域包括支援センター名を記載する。

○また、セルフマネジメントの推進のため、本人の介護予防に
関する情報が集約されたものとして、「介護予防手帳（仮称）」
を作成し、被保険者証への記載事項の代用とすることも可能とす
る。



申請させないという「水際作戦」
をさせないために

私案
基本チェックリストは市町村窓口

では行わず、窓口での申請・認定申
請受け付けは現行通りとし、総合事
業サービス利用希望者は地域包括支
援センターへ案内する

窓口での区分けをさせないこと



【参考】総合事業への指定事業者制度の導入【参考】総合事業への指定事業者制度の導入

・指定介護予防事業者
（都道府県が指定）

・介護報酬（全国一律）

・国保連に審査・支払いを委
託

＜介護予防給付の仕組み＞ ＜新しい総合事業の仕組み＞

・指定事業者 （市町村が指定）

・単価は市町村が独自に設定

・国保連に審査・支払いの委託が可能

①指定事業者による方法（給付の仕組みと同様）

②その他の方法

・事業者への委託、事業者への補助、市町
村に
よる直接実施

・委託費等は市町村が独自に設定
（利用者１人当たりに要する費用が、国が定め

る上限単価を上回らないように設定）

○ 給付から事業への移行により、多様な主体による多様なサービスが可能となり、市町村の事業の実施方法も多様

となる。 国が介護保険法に基づきガイドライン（指針）を定め、円滑な移行を支援。

○ 市町村の総合事業の実施方法として、事業者への委託等のほか、予防給付と同様の指定事業者制を導入
・指定事業者制により、事業者と市町村の間で毎年度委託契約を締結することが不要となり、事務負担を軽減

・施行時には、原則、都道府県が指定している予防給付の事業者（訪問介護・通所介護）を、市町村の総合事業

の指定事業者とみなす経過措置を講じ、事務負担を軽減するとともに、円滑な移行を図る
・審査及び支払についても、現在の予防給付と同様に、国民健康保険団体連合会の活用を推進

円滑な移行
（訪問介護･通所介護）

（必要な方への専門的なサービス提供等）

・ケアマネジメントを通じて、専門的なサービスを必要とする方
に対しては、既存の介護事業者等も活用して、専門的なサー
ビスを提供
・専門的なサービスの利用と併せて、市町村を中心とした支え
合い
の体制づくりを進めることで、ボランティア、ＮＰＯなどの多様
な サービスの提供を推進
・国としては、専門的なサービスについてふさわしい単価設定
を行う
ことなど市町村の取組を支援

第６ 総合事業
の制度的な枠
組み
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経過措置期間経過措置期間

２
７’

２
８’

２
９’

保

険

者

数

３
０’

法改
正

27、28年度は市町村の選択で移行（エリアごとも可）

要支援認定期間→最大12か

月

全ての保険者・エリアで導入

○ 市町村が条例で定める場合は、総合事業の実施を平成29年４月まで猶予可能。
○ 市町村は、できる限り早期から新しい総合事業に取り組む。一方で、受け皿の整備等のため、一定
の時間をかけて、総合事業を開始することも選択肢。
※ 総合事業の実施を猶予する場合も、総合事業の実施猶予の趣旨を踏まえ、現在から着実に受け皿の整備を行うよう努めることが適

当。

＜段階的な実施例＞

① エリアごとに予防給付を継続（【例】広域連合の市町村ごと）

② 初年度は総合事業によるサービスの利用を希望する者以外は予防給付を継続

③ 既に給付によるサービスを利用している者は、初年度は予防給付とし、翌年度当初からすべての者を総合事業に移

行
：予防給付
（訪問介護・通所介

護）

：新しい総合事業

既にサービスを受けている者については事業移行後も
必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。

訪問介護、通所介護（予防給付）から訪問型サービス・通所型サービスへの移行（イメー
ジ）

新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進
（必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする）

第７ 総合事業への円滑な移行 （P128～）第７ 総合事業への円滑な移行 （P128～）
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○市町村における総合事業の開始時期と平成29年４

月までの実施の猶予と条例の制定について
平成26年5月14日衆議院厚生労働委員会

田村大臣

これ（注：総合事業への移行）に関して申し上げれば、それは早い方がいいのは当たり前でご
ざいまして、早くから総合事業に取り組んでいただきたいと思います

ただ、できないのに早くから、猶予期間を使わずにという話になると何が起こるかというと、今
の予防給付を提供いただいている事業者は、新しい総合事業の事業者にそのまま自動的にな
られるわけであります。でありますから、今のサービスだけになってしまう。

我々が望んでおるのは、今のサービスプラスアルファ多様なサービスをおつくりいただいて、
いろいろなニーズにお応えいただきたいということでございますから、今と同じサービスがその
まま提供されるということは我々の望んでおる方向ではございませんので、それならば、やはり
猶予をとっていただいて、条例等々でしっかりと多様なサービスというものを準備いただいて、
それからスタートしていただく。

もしくは、併用しながらスタートしていただくという方法もあると思います。一定程度は今の事
業をやりながら、新しいサービスをつくって、それをだんだんふやしていく。これから新しい総合
事業に入ってこられる方々がどんどんふえてまいりますから、そのようなニーズにもお応えをい
ただくというような方法もあろうと思います。

いずれにいたしましても、これからどのような方向で移行していただくか、我々もきめ細かい
いろいろな御相談には乗らせていただきたい、このように考えております。



介護保険条例参考例（案）に関する
Q&A

問： 介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）は、何を行うと総
合事業を実施していることになるのか。

（答） 市町村において、総合事業を実施するための予算が確保されており、その予
算を執行するための総合事業の実施要綱が定められ、事業の対象者が総合事
業によるサービス（みなし指定によるサービスを含む。）を利用できる状態になっ
ている場合には、総合事業を実施しているものとして差し支えない。なお、ガイド
ラインでも記載したとおり、以下のような段階的な措置を講ずることも可能である。

＜実施例＞

①エリアごとに予防給付を継続（【例】広域連合の市町村ごと）

②初年度は総合事業によるサービスの利用を希望する者以外は予防給付を継続

③既に給付によるサービスを利用している者は、初年度は予防給付を継続し、翌年
度当初からすべての者を予防給付から総合事業に移行

※希望者から段階的に移行する場合であっても、一度、総合事業によるサービスを
利用した場合は、以降は、予防給付の訪問介護や通所介護を利用することはで
きない。



現在のサービスは使えるか？
（必要な方への専門的なサービス提供等）
• 専門的なサービスを必要とする方に対しては、既
存の介護事業者等も活用して、専門的なサービ
スを提供

• 既にサービスを受けている方は、事業移行後も市
町村のケアマネジメントに基づき、既存サービス
相当のサービスを利用可能とする

• 国としてガイドラインを定めること等を通じ、専門
的なサービスにについてふさわしい単価設定を行
うことなど市町村の取組を支援
※ 新しくサービスを受ける者には、市町村を中心
とした支え合いの体制づくりを進めることで、ボラ
ンティア、ＮＰＯなどの多様なサービスの提供を推
進

厚生労働省老健局平成２６年２月資料



どういう人が今まで通りのサービスを
受けられるのか
厚生労働大臣答弁

質問）どのような状態の人が「専門的サービス」
を受けられるのか

田村厚生労働大臣答弁
「どういう人かといえば、日常生活に支障が生
じる認知症の人、自分の生活管理ができない
人、コミュニケーションなどの社会性が構築で
きない人、退院直後で集中的に支援が必要な
人」

２０１４年５月１４日 衆議院厚生労働委員会答弁



大多数を専門ケアから排除？

認知症高齢者日常生活自立度

要支援１ 自立度Ⅰ ３５．２％

自立度Ⅱ ８％

要支援２ 自立度Ⅰ ４５．９％

自立度Ⅱ ７．７％



参議院での付帯決議

１介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の

地域支援事業への移行に当たっては、専門職
によるサービス提供が相応しい利用者に対して、
必要なサービスが担保されるガイドラインの策
定を行った上で、利用者のサービス選択の意思
を十分に尊重するとともに、地域間において
サービスの質や内容等に格差が生じないよう、
市町村及び特別区に対し財源の確保を含めた
必要な支援を行うこと。



総合事業の利用料

利用料については、地域で多様なサー
ビスが提供されることから、そのサービ
スの内容に応じた利用料を市町村が設
定する。従来の給付から移行するサービ
スの利用料については、要介護者に対
する介護給付における利用者負担割合
等を勘案しつつ、ガイドライン等に従い、
市町村が設定する仕組みを検討。（利用
料の下限については要介護者の利用者
負担割合を下回らないような仕組みとす
ることが必要。

厚生労働省平成２６年２月２５日 全国介護保険担当課長会議資料



総合事業への指定事業者制の導入等による円滑な移行

・指定介護予防事業者
（都道府県が指定）

・介護報酬（全国一律）

・国保連に審査・支払い
を委託

※被保険者に対する介
護予防サービス費の支
給を、指定事業者が被
保険者に代わって受領
する仕組み

＜介護予防給付の仕組み＞ ＜新しい総合事業の仕組み＞

・指定事業者 （市町村が指
定）

・単価は市町村が独自に設定

・国保連に審査・支払いの委託
が可能
※被保険者に対する事業支給費の支給
を、指定事業者が被保険者に代わって受
領する仕組み

①指定事業者による方法（給付の仕組みに類似）

②その他の方法

・事業者への委託、事業者への補助、市町村による直接
実施

・委託費等は市町村が独自に設定
（利用者1回当たりや1人当たりの単価による方法や、利用定員等に対して

年間、月間等の委託費総額を取り決める方法など、様々な方法が可能）

・単価による方法の場合は、国保連に審査・支払いの委
託が可能

円滑な移行
（訪問介護･通所介護）

改正法の施行時には、
原則、都道府県が指
定している予防給付
の事業者（訪問介護・
通所介護）を、市町村
の総合事業の指定事
業者とみなす経過措
置

厚生労働省老健局平成２６年２月資料



総合事業の事業費の単価

サービスの内容に応じた市町村
による単価設定を可能とする。国
が定める単価（現行の予防給付
の訪問介護、通所介護の報酬相
当）以下の単価を設定する。

※専門的なサービスについては、それ
にふさわしい単価を設定する。



３０’
保険料

・公費
の抑制

予防給
付の自

然増予
測（伸

び率約
5～6% / 年）→

→

総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化（イメージ）

制度改正

２５’

２７’

３０’

予防給付

予防給付
介護予防事業

卬

費
用
額

卮

第６期計画期間中（平成２９年
４月まで）に、すべての市町村
で、 総合事業を開始

予防給付
＋新しい総合事業

介護予防事業
（総合事業含む。）

総合事業へのサービス移行の
推進、介護予防の強化等

○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施。
○ 機能が強化された新しい総合事業を利用することで、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮らせる社会
を実現。

○ リハ職等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。

・ 中長期的には費用の伸びが、効率的なサービス提供を通じ
て、後期高齢者の伸び(3～4%)程度となることを目安とし
て努力

・ 短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実に
あわせ、より大きな費用の効率化

・住民主体のサービス利用の拡充
・認定に至らない高齢者の増加
・重度化予防の推進

現
行
制
度
を
維
持
し
た
場
合

制
度
見
直
し
後
の
費
用





生活支援サービスの充実と
高齢者の社会参加

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者
が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、
ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援
サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会
的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。

○ 多様な生活支援サービスが利用できるような地域づくりを
市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強
化を図る。
具体的には、生活支援サービスの充実に向けて、ボラン
ティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源
の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援サービ
スコーディネーター」の配置などについて、介護保険法の
地域支援事業に位置づける

厚生労働省老健局平成２６年２月資料



地域住民の参加地域住民の参加
生活支援サービス生活支援サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活か
した活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活
動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域

活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス
種別
○住民主体、NPO、民間企業等多
様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家

事支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化市町村を核とした支援体制の充実・強化

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加



市町村の対応（三重県社保協アンケート）

第６期３年間で予防給付を地域支援事業に置き換
えることができますか？
○不可能 ３９％
○可能 １７％
○判断不可 ４４％
・これまで提供されてきたサービスの質の担保が難
しくなり、利用者の状態が悪化してしまう可能性は
否定できない
・訪問介護サービスなどを利用されている方が利用
できなくなった場合、どのように生活していけばよ
いのか等 地域支援事業では対応できないことが
ある



地域で今、やるべきこと

①要支援者に関する実態把握、事例

だれが見ても分かるように「見える化」

②アンケートと合わせて、改悪反対 要請書へ
の事業所としての賛同をお願いし、共同を広
げる

③自治体への要求・交渉の取り組み



自治体に認めさせること

①話し合いを通じて、要支援者の訪問介
護・通所介護の利用実態を実例を通じて
明らかにし、「多様なサービス」に一律に
移行できないことを確認させる

②現行サービス水準を質・量とも切り下げ
ないことを約束させる

③「多様な生活支援サービス」は自治体責
任と住民参加で創出する



自治体への基本要求案
①現在の要支援サービスが継続を保障するこ
と

②利用者のサービス選択権を保障すること

③利用者の負担を現行より軽減すること

④要介護認定の申請権を侵害しないこと

⑤サービスに見合った単価を保障すること

⑥必要な総事業費を確保すること

⑦「多様な主体による多様なサービス」「地域で
の支え合い」は自治体が責任を持ち、住民参
加を得て整備すること。住民主体活動をサー
ビス削減の手段としないこと



介護保険料軽減
への公費投入



公費負担削減分を保険料負担へ

国５０％ 都道府県

２５％

市町村

２５％

介護保険以前の高齢者福祉制度（２０００年３月まで）公費１００％

介護保険制度（第５期）
保険料５０％ 公費５０％

65歳～
２1％

40歳～64歳
29％

国 ２５％
国庫負担金

２０％

調整交付金

５％

都道
府県

12.5
％

市町
村

12.5
％



介護費用の約2割を全高齢者で負担

６５歳以上（第１号被保険者）の介護保険料の決め方
（イメージ）

介護サービスの総額×２１％
６５歳以上の人口（第１号被保険者数）

数値は３年平均で算出し３年ごとに見直す

第１期１７％ ⇒ 第５期 ２１％



第1期（２０００～０２年）

２，９１１円

第２期（２００３～０５年）

３，２９３円

第３期（２００６～０８年）

４，０９０円

第４期（２００９～１１年）

４，１６０円

第５期（２０１２～１４年） ４９７２円

上がり続ける介護保険料
２０００年４月～９月 ０円
２０００年１０月～０１年９月

１４５５円



２０００年度

２００１年度

２００２年度

２００３年度

２００４年度

２００５年度

２００６年度

２００７年度

２００８年度

２００９年度

２０１０年度

２０１１年度

２０１２年度

２０１３年度

２０１４年度

2,911円
（全国平均）

3,293円
（全国平均）

4,090円
（全国平均）

事業運営期間 給付（総費用額）事業計画 保険料

3.6兆円

4.6兆円

5.2兆円

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。

保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。

○ 高齢化の進展により、2025年には保険料が現在の5000円程度から8200円程度に上昇することが見込まれており、地域包括ケアシステム

の構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。

4,160円
（全国平均）

第
三
期

第
三
期

第
二
期

第
一
期

第
四
期

第
四
期

第
五
期

第
五
期

5.7兆円
6.2兆円
6.4兆円

6.4兆円
6.7兆円

6.9兆円

7.4兆円
7.8兆円
8.2兆円

8.9兆円
9.4兆円

10.0兆円

4,972円
（全国平均）

第
一

期

第
二

期

※2011年度までは実績であり、2012～2013年は当初予算、2014年度は当初予算（案）である。
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）

・
・
・

２０２５年度 21兆円程度（改革シナリオ） 8,200円
程度

介護報酬
の改定率

H15年度改定
▲2.3％

H17年度改定
▲1.9％

H18年度改定
▲0.5％

H21年度改定
＋3.0％

H24年度改定
＋1.2％

※2012年度の賃金水準に換算し
た値

介護給付と保険料の推移

消費税率引上げに伴う
H26年度改定 ＋0.63％



出典：社会保障人口問題研究所将来人口推計及び介護給付費実態調査（平成24年11月審査分）

年齢階層別の要介護認定率



「給付と負担の連動」
その市町村の介護サー
ビス利用が増える

⇒高齢者全員の介護保
険料が比例して上がる

介護充実 保険料
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高齢者の
介護保険料
負担分 国庫

負担分
２０＋５％

第６期から第1号２２％、第2号２８％に

介護保険は財源的・制度的限界にきている

第２号保険
料

２９％

第１号保険料

２１％
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増やさない

もう限界

介護保険制度の限界

①公費

②保険料

③給付 削減・負担増



第第55期計画期計画
2012
〜2014

2025

第９期計画
2024
〜2026

第８期計画
2021
〜2023

2015

第７期計画
2018
〜2020

第６期計画
2015

〜2017

＜2025年までの見通し＞

団塊世代が65歳
に

団塊世代が75歳
に

○ 第６期計画以後の計画は、2025年に向け、第５期で開始した地域包括ケア実現のための方向性
を承継しつつ、在宅医療介護連携等の取組を本格化していくもの。

○ ２０２５年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記

載することとし、中長期的な視野に立った施策の展開を図る。

第５期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる 地域包括ケアシステムを構築するために必要と
なる、①認知症支援策の充実 、②医療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援
サービスの充実といった重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置づけるなど、段階
的に計画の記載内容を充実強化させていく取組をスタート

２０２５年を見据えた介護保険事業計画の策定

（参考）



「改革」と介護保険料

○破綻した介護保険の財源の
枠組みはそのまま維持

○１３００億円投入 低所得者
の軽減



（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

第5段階 第6段階

基準額
（年60,000円
月5,000円）

第4段階

例） 介護サービスの総額×２１％
６５歳以上の人口（第１号被保険者数） ＝ 年６０，０００円 （月５，０００円）

⇒ 基準額

例） 介護サービスの総額×２１％
６５歳以上の人口（第１号被保険者数） ＝ 年６０，０００円 （月５，０００円）

⇒ 基準額

収入
第1段階
生活保護被保護
者、世帯全員が
市町村民税非課
税の老齢福祉年
金受給者等

第2段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下等

第3段階
世帯全員が市
町村民税非課
税かつ本人年
金収入１２０万
円超等

第4段階
本人が市町村民
税非課税（世帯に
課税者がいる）

第5段階
市町村民税課税か
つ合計所得金額
190万円未満

第6段階
市町村民税課税か
つ合計所得金額
190万円以上

第1段階 第2段階

特例
第3段階

第3段階

市町村民税
世帯全員が非課税

市町村民税本人が非課税
世帯に課税者がいる

市町村民税 本人が課税

特例
第4段階

特例第3段階

（保険者判断で
設定可能）

世帯全員が非課
税かつ本人年金
収入等80万円超
120万円以下

特例第4段階

（保険者判断で
設定可能）

本人が非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下

介護保険の一号保険料の仕組み



（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5 （65歳以上全体の約７割）

第5段階 第6段階

月4,972円

（第５期の全国平均額）

第4段階
0.3

0.7

収入
第1段階
生活保護被保護
者、世帯全員が
市町村民税非課
税の老齢福祉年
金受給者等

第2段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下等

第3段階
世帯全員が市
町村民税非課
税かつ本人年
金収入１２０万
円超等

第4段階
本人が市町村民
税非課税（世帯に
課税者がいる）

第5段階
市町村民税課税か
つ合計所得金額
190万円未満

第6段階
市町村民税課税か
つ合計所得金額
190万円以上

第1段階 第2段階

特例
第3段階

第3段階

市町村民税
世帯全員が非課税

市町村民税本人が非課税
世帯に課税者がいる

市町村民税 本人が課税

特例
第4段階

更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填。
（2015年度時点で最大1,300億円の公費投入）

特例第3段階

（保険者判断で
設定可能）

世帯全員が非課
税かつ本人年金
収入等80万円超
120万円以下

特例第4段階

（保険者判断で
設定可能）

本人が非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下

低所得者の一号保険料の軽減強化

〔見直し案〕
� 給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、
低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。
（公費負担割合 国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

� 平成27年度（第６期介護保険事業計画）から実施。

〔見直し案〕
� 給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、
低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。
（公費負担割合 国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

� 平成27年度（第６期介護保険事業計画）から実施。

第１・第２段階 0.5 → 0.3

特例第３段階 0.75 → 0.5

第３段階 0.75 → 0.7

現行 27年度～



厚労省の「減免３原則」の破たん

③ 「保険料財源」（保険料減免に対する一般財源の繰
入を行わないこと）

介護保険の費用は、高齢者の保険料が原則２０％、
市町村の一般財源が１２．５％というように、それぞれ
負担割合が決められている。このうち、高齢者の保険
料は、高齢者の方にも助け合いに加わっていただくた
めに、支払っていただいているものであり、それを減
免し、その分を定められた負担割合を超えて他に転
嫁することは、助け合いの精神を否定することになる。
したがって、低所得者へ特に配慮する場合には、高齢
者の保険料で負担すべきものと定められた枠の中で、
被保険者の負担能力に応じた保険料額とすることに
より、対応すべきである。



改正介護保険法
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（市町村の特別会計への繰り入れ等）
介護保険法１２４条の２（新設）
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計

から、所得の少ない者について条例の定めるところ
により行う保険料の減額賦課に基づき第１号被保険
者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし
て政令で定めるところにより算定した額を介護保険
に関する特別会計に繰り入れなければならない。
２ 国は、政令で定めるところにより、前項の規定に
よる繰入金の２分の１に相当する額を負担する。
３ 都道府県は、政令で定めるところにより、第１項
の規定による繰入金の４分の１に相当する額を負担
する



保険料の標準６段階から標準９段階への見直し

○所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、また、多くの自治体で特例第３・特例第４段階の設置や、
本人課税所得層の多段階化をしている現状を踏まえ、標準の段階設定を、現行の6段階から9段階に見直す。

○なお、現在と同様、引き続き保険者の判断による弾力化を可能とする。
○ 世帯非課税（第１～第３段階）については、新たに公費による軽減の仕組みを導入し、更なる負担軽減を図る。

第4段階
1

特例
第4段階

1

第3段

階
0.75

特例
第3段

階
0.75

第2

段階
0.5

第1

段
階
0.5

第5段階
1.25

第6段階
1.5

【現行】
標準６段
階

新
第5段階

1

新
第4段階

0.9

新
第3段

階
0.7

新
第2段

階
0.5

新第1段

階
0.3

新
第6段

階
1.2

新
第7段

階
1.3

新
第8段

階
1.5

新
第9段

階
1.7

別枠公費によ
る軽減強化
（世帯非課税）

第１・第
２
の統合

特例第３
特例第４
の標準化

第５の
分割

第６段階の一段上の多段階化を標準
化

・乗率１．７は、現在の全保険
者の最上位段階の乗率の中
央値
・新第４段階の乗率０．９は、
現在の全保険者の特例第４
段階の部分の乗率（特例未
実施を含む）の中央値

世帯非課税 約３３％ 本人課税 約３７％
世帯課税・本人
非課税 約３
０％

【見直し
のイメー
ジ】
標準９段
階



介護保険の「財政規模」（２０１１年度）

全国 介護保険給付費 総額 約８．3兆円
内訳

国は ２．08兆円（２５％）
市町村（１５６６保険者） １．04兆円（１２．５％）

６５歳以上高齢者は １．66兆円（２０％）

２０１１年度政府予算 ９２．29兆円

介護への国庫負担は国家予算の２．25％
※自治体の例 堺市 一般会計予算 ３429億円

介護保険特別会計 526億円

堺市負担分60億円 一般会計の２％弱



国、地方を通じて一般会計投入を

「保険料５０％負担」を打ち破る

これが当面の戦略的課題

●国庫負担増要求

事業者・自治体も一致する国民的要求として

全国市長会要求、議会での意見書採択運動

●自治体での一般会計繰り入れ要求

第６期へ運動の中で必ず全国的運動へ

負担軽減、施策充実のための財源投入



保険料の低所得者軽減への要求

⇒ 私案

①新第1段階は 後期高齢者医療保険料並
みに9割軽減に

②自治体独自の低所得者減免制度は継続・
拡充を検討すべき

③軽減・減免の財源については、公費で負担
する



２０２５年
介護保険が使え

るか？
全ては今！


